
虐待を疑う

緊急対応
？

（重要）患者の安全を最優先

必要ならば躊躇なく
① V-コール
②緊急通報（警察等）・通告
③院内緊急連絡・相談
担当医➡上級医
➡診療責任者（所属長）
（時間外）責任医・当直師長
➡管理者・虐待対策委員会

情報収集
面談、患者診察、記録
※チェックリストを活用

※傷などについては患者同意を得て撮影

入院？

入院（保護目的含む） 帰宅

記録、報告
通告の要否に関し臨時委員会で検討

フォローアップ

※入院bed決め方
マニュアルを参照

※報告の流れと通報先については
虐待対応マニュアル実務編を参照

（必須）

※「虐待を疑う所見」
チェックリストや
マニュアルを参照

※必ず複数スタッフで対応

※連絡先一覧は別紙参照

詳細については虐待対応
マニュアル実務編等を参照



院内連絡先

• 岡垣委員長 （内線8405)
• 荒木医師（小児の場合） （内線8695）
• 若井MSW（内線8693）
• 管理者
• 副管理者
• 責任医
• 当直師長



通報・通告先

110番通報、または 光が丘警察署 03-5998-0110

高齢者虐待：光が丘地域包括支援センター

03-5968-4035（24時間対応）

配偶者暴力：ねりまDV専用ダイヤル

03-5997-7714 （平日日中）

身障者虐待：練馬区障害者虐待防止センター

通報専用ダイヤル 03-5984-1334 （24時間対応）

児童（18歳未満）虐待：東京児童相談センター

03-5937-2330 （24時間対応）

または 北児童相談所（板橋区・北区）

03-3913-5421


